
 
事 業 報 告 

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31日 

 

 

一般市民に対する事故や災害発生時の通信確保などの安心・安全の提供、ビジネスや

各種社会活動の活発化・効率化の実現に寄与することを目的として、道路及び鉄道、地

下駅・地下街、医療機関等における移動通信サービスの不感対策のための移動通信用中

継施設を整備、維持管理し、これらの施設を移動通信の業務を行う者の利用に供するた

め、令和 7年度は以下の取り組みを行った。 

 

 

Ⅰ 公益目的事業（公１） 

 

1 電波遮へい対策事業 

(1)  電波遮へい対策施設の整備 

令和 7年度は、表－1に示すとおり地下駅等（共同整備）511施設、地下駅等（協力

整備）0施設、地下駐車場 7施設、地下鉄等駅間 279施設、新幹線等の鉄道対策 21施

設及び高速道路等の道路対策 353施設の総計 1,171施設を整備する計画であった。 

 

令和 7 年度の完了施設数は、見直し計画の 1,171 施設に対し 93 施設減の 1,078 施

設、中継設備取得支出（共同整備）は中間見直し計画 23,393百万円に対し 1,832百万

円増の 25,225百万円となった。また、シェアリング協力整備支出（協力整備）として

40百万円となった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和07年

度見直計画
差分

計(A) 新規対策 品質改善
事業者

設備追加
その他 計（B） B-A

地下駅等(共同整備) 511 2 305 78 9 394 -117

地下駅等(協力整備) 0 0 1 0 0 1 1

地下駐車場 7 0 4 2 5 11 4

518 2 310 80 14 406 -112

279 0 280 6 4 290 11

21 11 0 24 3 38 17

353 46 7 90 201 344 -9

1,171 59 597 200 222 1,078 -93総計

道路

令和07年度完了計画

地下駅等 小計

地下鉄等駅間

鉄道

表－1 令和 7年度電波遮へい対策施設数 



主な取組みは以下のとおり 

 

① 地下駅等・地下街・地下駐車場対策 

既対策施設の通信量増大に対応するため、6 周波数帯対応光伝送中継装置（以下、

本中継装置という。）への更改などの品質改善を中心に取り組んだ。完了施設数は、見

直し計画 518 施設に対し共同整備として 405 施設、施設整備支出は見直し計画 9,770

百万円に対して 8,742百万円となった。 

 

また、地下駅等におけるインフラ整備促進とインフラシェアリング市場の活性化を

図るため、令和 7年度のトライアルとして協力整備として 1施設整備し、令和 7年度

のシェアリング協力整備支出として 40百万円となった。 

 

② 地下鉄等駅間対策 

既対策施設の通信量増大に対応するため、本中継装置への更改などの品質改善を

中心に整備した。 

完了施設数は見直し計画 279施設に対し 290施設、施設整備支出は見直し計画 4,581

百万円に対して 5,761百万円となった。 

 

③ 鉄道対策 

長距離・大量輸送の基幹路線である新幹線のトンネル等不感対策として、東北・上

越・北陸新幹線における品質改善（CRF化）、在来線トンネル等不感対策として横須賀

線・中央本線における品質改善（CRF化）等を中心に実施した。 

完了施設数は、見直し計画 21施設に対し 38施設、施設整備支出は見直し計画 4,123

百万円に対して 5,622百万円となった。 

 

 

④ 道路対策 

高速道路及び直轄国道等における 500m以上のトンネルについて、交通量・ニーズ

等を勘案し対策を進め、新規対策案件や設備更改案件を中心に実施した。 

完了施設数は、見直し計画 353施設に対し 344施設、施設整備支出は見直し計画

4,920百万円に対して 5,100百万円となった。 

 

 

(2)  電波遮へい対策施設における設備撤去 

本中継装置への更改、品質改善等に伴う旧設備の撤去などを行った。対象施設数は、

見直し計画 754 施設に対し 736 施設、中継設備除却支出は見直し計画 3,317 百万円に

対して 3,266百万円となった。 

 

(3)  電波遮へい対策施設の維持管理 

電波遮へい対策施設の中継設備の維持・管理のための中継設備管理支出は見直し計

画 20,519 百万円に対して 175百万円増の 20,694百万円、中継設備取得支出は見直し

計画 53百万円に対して 53百万円となった。 

  



主な取組みは以下のとおり 

 

① 対策施設の維持管理（中継設備管理支出） 

地下駅等対策設備、地下鉄等駅間対策設備、高速道路・国道等の道路対策設備及び

新幹線等の鉄道対策設備など、電波遮へい対策施設の定期点検を計画的に行うと共に、

点検結果による修繕及び故障発生に伴う復旧対応を実施した。 

令和 7年度に完成する対策設備を含む賃借料支出・行政財産使用料支出・電気料金

支出・光ケーブル使用料支出として 12,453百万円となった。 

 

② 支障移転（中継設備管理支出） 

地下鉄耐震補強工事、地下鉄駅構内・改札の改良工事等に伴うケーブル・アンテナ

等の移設、新幹線の高架橋改良工事等に伴うケーブル移設等の支障移転を実施した。 

支障移転費は見直し計画 1,106百万円に対し、895百万円となった。 

 

③ 予備機等購入(施設保全支出) 

中継装置の故障発生時の復旧時間短縮を図るための予備機購入を行い、53 百万

円を支出した。 

 

④ システム構築他(施設保全支出) 

システムの追加開発とし、令和 7年度の施設保全支出として 9百万円を支出した。 

 

 

2 医療機関対策事業 

(1)  医療機関対策施設の整備 

   令和 7年度は対策済み病院に対し事業者の周波数追加を 1件計画していたが、中間

見直し時に計画数が 0となった。 

 施設数は見直し計画通りの 0施設、中継設備取得支出は見直し通りの 0百万円となった。 

 

 

(2)  医療機関対策施設の維持管理 

医療機関対策施設の維持・管理のための中継設備管理支出は、96百万円であった。 

 

 

3 移動通信用鉄塔施設事業 

(1) 移動通信用鉄塔施設の整備 

過疎地等における情報格差の是正を目的として設立された公益法人から平成 24 年

度までに受入れを行った中継設備 27施設の維持管理を行った。 

定期点検及び不具合箇所の補修を行い、中継設備管理支出は 18百万円となった。 

 

  



Ⅱ 法人の管理運営 

 

1 法人の運営について 

法令、定款、規程類及び内部統制システムの基本方針等に則り、公益社団法人の運

営を適正に行うと共に、公益目的事業を円滑かつ効率的に実施していくことを念頭に

取り組みを行っている。 

令和 6年度事業報告・決算については、法令及び定款の規定に基づき第 13回定時総

会(R07.6.12開催)に報告を行った後、理事会の決議を経て行政庁へ令和 6年度の事業

報告書等に係る定期提出書類を 6 月末に提出した。本定時総会の終結の時をもって理

事 7名が任期満了となり、改めて理事 7名が選任されると共に代表理事の選定が行わ

れ代表理事が交代している。代表理事の交代に伴う各種行政手続及び施設管理者等に

対する名義変更等の対応は上期に完了した。また、同総会の終結の時をもって監事 2

名が任期満了となり、改めて監事 2名が選任されている。 

事務局の運営においては、各種業務の効率化施策の推進、「技術的能力」及び「経理

的基礎」の向上を図るため各種取組施策等を展開し、事務局運営の適正化、効率化を

図った。 

法人会計については、給与負担金、共通業務委託費等の事業活動支出 1,520百万円、

システム更改に伴う固定資産取得支出等の投資活動支出 45 百万円の合計 1,565 百万

円であった。 

 

Ⅲ 法人の業務の適正を確保するための体制の整備及びその運用状況の概要 

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 90条第 4項及び同施行規則第 14条

の規定に基づき、業務の適正を確保するための体制として、第 10回理事会(H27.6.2開

催)にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めている。 

本方針に基づく令和 7年度における当該体制の運用の概要は以下のとおり。 

 

① 事務局職員に対し、公益社団法人の役職員としての法令、定款及び規程類に適合し

た職務遂行のため、法人運営に関する法令研修を実施した。 

 

② 理事会を 4回開催し、本協会の業務執行の決定をはじめ、法令、定款及び規程類に

規定されている事項の決議を行うと共に、代表理事（会長）及び業務執行理事（専務

理事）から 3回職務執行状況を報告するなど、理事相互間の意思疎通を図り相互に業

務執行の監督を実施した。 

 

③ 理事会で決議した当該年度の事業計画及び予算等、本協会の業務執行の決定事項に

ついて、業務執行会議を 12回開催し、事業計画等の進捗状況の確認を行うととも

に、執行状況を理事会に報告し事業計画の中間見直し等を実施した。 

 

④ 業務の執行を行う理事及び事務局職員に対し、情報管理セキュリティ研修を実施し

た。 

 

⑤ 監事の監査が実効的に行われることを確保するため、代表理事（会長）及び会計監

査人との間で意見交換を実施すると共に、監事は重要な意思決定の過程や業務執行状

況を把握するため、すべての理事会及び業務執行会議に出席し理事の職務執行の監査

を実施した。 

  



⑥ 損失の危険の管理に関し、リスク管理規程に基づき具体的リスクの回避、軽減等に

向けて、予見の洗い出し・検討を実施した。また、『リスク管理表』により重要リス

ク管理を継続的に行っている。 

 

⑦ 理事・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保し、法人における法

令・定款違反行為または職員倫理規程の違反行為またはそのおそれのある事実の早期発

見に努めるため、理事及び事務局職員に対し内部通報制度に基づく監事ホットラインの

利用方法の周知を行うと共に、公益通報者保護制度に基づく相談窓口の利用周知を行っ

ている。 

 

 

 

以上 

 


